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屋外広告物の消灯についてのお願い 

 

 

 日頃より東京都の屋外広告物行政にご協力いただき、厚くお礼申しあげます。 

 現在、都内では新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増加傾向にあり、また、感染力の

高い変異株の脅威に直面しており、緊急事態宣言が発出されました。 

緊急事態宣言の期間において、更なる感染拡大を防止するためには、人流の一層の抑制が必要

です。 

特に、２０時以降の不要不急の外出の徹底を求めていることや、いわゆる「外飲み」等が問題

となっていることから、デジタルサイネージ、屋上や壁面等の屋外広告物（防犯対策上、必要な

もの等を除く）の緊急事態宣言期間中における２０時以降の消灯へのご協力について、会員の皆

様への周知をお願いいたします。 

 なお、国の基本的対処方針や都の取組、業種ごとの感染拡大防止ガイドラインを遵守徹底し、

更なる感染防止に努めるなど、適切な対応をお願いいたします。 
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